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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物の屋内側と屋外側とを連通し、かつ開閉体によって開閉される開口部に設置され
るシートと、
　前記シートが前記開閉体の鉛直方向下端側の所定部と、前記構造物のうち前記所定部に
隣接する部分とを一体に覆うことで前記開口部の鉛直方向下端側を閉塞し、かつ前記シー
トの鉛直方向下端部が床面に沿って屋外側に向けて延在するように、前記シートを前記開
閉体よりも屋外側に位置付けて、前記シートの幅方向の端を保持する保持部材と、を備え
、
　前記保持部材は、
　断面略コ字形に形成され、かつ、前記開口部を囲む縦方立に前記屋外側から被せられて
前記縦方立に接触する接触部を有して、前記縦方立に取り付けられる取付部と、
　前記取付部に設けられ、かつ、前記シートの幅方向の端を保持するシート保持部と、を
備え、
　前記取付部は、互いに対向する一対の平行部と、前記平行部の一端同士を連結する連結
部と、を備え、前記取付部の内側に前記縦方立が挿入され、前記一対の平行部は前記縦方
立の幅方向を挟み、前記連結部は前記シート保持部を有するとともに前記縦方立の表面に
重ねられる、
　ことを特徴とする開口部の防水装置。
【請求項２】
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　構造物の屋内側と屋外側とを連通し、かつ開閉体によって開閉される開口部に設置され
るシートと、
　前記シートが前記開閉体の鉛直方向下端側の所定部と、前記構造物のうち前記所定部に
隣接する部分とを一体に覆うことで前記開口部の鉛直方向下端側を閉塞し、かつ前記シー
トの鉛直方向下端部が床面に沿って屋外側に向けて延在するように、前記シートを前記開
閉体よりも屋外側に位置付けて、前記シートの幅方向の端を保持する保持部材と、を備え
、
　前記保持部材は、
　断面略コ字形に形成され、かつ、前記開口部を囲む縦方立に前記屋外側から被せられて
前記縦方立に接触する接触部を有して、前記縦方立に取り付けられる取付部と、
　前記取付部に設けられ、かつ、前記シートの幅方向の端を保持するシート保持部と、を
備え、
　前記取付部には、前記縦方立の外表面に係止可能な前記接触部としての係止突起が設け
られる
　ことを特徴とする開口部の防水装置。
【請求項３】
　構造物の屋内側と屋外側とを連通し、かつ開閉体によって開閉される開口部に設置され
るシートと、
　前記シートが前記開閉体の鉛直方向下端側の所定部と、前記構造物のうち前記所定部に
隣接する部分とを一体に覆うことで前記開口部の鉛直方向下端側を閉塞し、かつ前記シー
トの鉛直方向下端部が床面に沿って屋外側に向けて延在するように、前記シートを前記開
閉体よりも屋外側に位置付けて、前記シートの幅方向の端を保持する保持部材と、を備え
、
　前記保持部材は、
　断面略コ字形に形成され、かつ、前記開口部を囲む縦方立に前記屋外側から被せられて
前記縦方立に接触する接触部を有して、前記縦方立に取り付けられる取付部と、
　前記取付部に設けられ、かつ、前記シートの幅方向の端を保持するシート保持部と、を
備え、
　前記取付部の前記縦方立の外表面に対向する内面の少なくとも一部には、前記接触部と
しての滑り止め部材が取り付けられている
　ことを特徴とする開口部の防水装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、開口部の防水装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、開閉体によって開閉される開口部からの浸水を抑制する技術が提案されている。
例えば、特許文献１には、開閉体としてのシャッターの裏面には、屈曲自在な防水シート
が設けられていると共に、シャッターの幅方向の端を案内するガイド部材には、防水シー
トと対向するようにしてシール部材が設けられたシャッター装置の技術が開示されている
。特許文献１に示されたシャッター装置は、氾濫水等の水圧がシャッターの表面に作用す
ると、防水シートがシール部材に圧接されるようになっている、浸水防止機能を備えてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４４５９７４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　前述した特許文献１に示された技術では、開口部からの浸水を抑制することについて、
なお改良の余地がある。例えば、シャッターとガイド部材との隙間以外の経路からも水が
浸入する可能性がある。このために、シャッターの表面側に防水シートを保持部材により
保持することが提案されている。この場合、美観を損ねることを抑制するために、開口部
を囲む縦方立に前述した保持部材を着脱自在とすることが求められている。
【０００５】
　本発明の目的は、美観を損ねることを抑制しながらも浸水を抑制できる開口部の防水装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の開口部の防水装置は、構造物の屋内側と屋外側とを連通し、かつ開閉体によっ
て開閉される開口部に設置されるシートと、前記シートが前記開閉体の鉛直方向下端側の
所定部と、前記構造物のうち前記所定部に隣接する部分とを一体に覆うことで前記開口部
の鉛直方向下端側を閉塞し、かつ前記シートの鉛直方向下端部が床面に沿って屋外側に向
けて延在するように、前記シートを前記開閉体よりも屋外側に位置付けて、前記シートの
幅方向の端を保持する保持部材と、を備え、前記保持部材は、断面略コ字形に形成され、
かつ、前記開口部を囲む縦方立に前記屋外側から被せられて前記縦方立に接触する接触部
を有して、前記縦方立に取り付けられる取付部と、前記取付部に設けられ、かつ、前記シ
ートの幅方向の端を保持するシート保持部と、を備え、前記取付部は、互いに対向する一
対の平行部と、前記平行部の一端同士を連結する連結部と、を備え、前記取付部の内側に
前記縦方立が挿入され、前記一対の平行部は前記縦方立の幅方向を挟み、前記連結部は前
記シート保持部を有するとともに前記縦方立の表面に重ねられることを特徴とする。
【０００７】
　上記開口部の防水装置では、取付部が断面略コ字形に形成されて縦方立の屋外側に取り
付けられるので、保持部材を縦方立に着脱自在とすることができる。また、取付部が縦方
立の屋外側に取り付けられ、シート保持部がシートの幅方向の端を保持すると、シートに
作用する水圧によって、保持部材が縦方立に押し付けられる。
【０００８】
　上記開口部の防水装置において、前記取付部には、前記縦方立の外表面に係止可能な前
記接触部としての係止突起が設けられることが好ましい。
【０００９】
　上記開口部の防水装置では、取付部に係止突起が設けられているので、保持部材の縦方
立からの脱落を抑制することができる。
【００１０】
　上記開口部の防水装置において、前記取付部の前記縦方立の外表面に対向する内面の少
なくとも一部には、前記接触部としての滑り止め部材が取り付けられていることが好まし
い。
【００１１】
　上記開口部の防水装置では、取付部の内面に滑り止め部材が設けられているので、縦方
立に取り付けられた保持部材が位置ずれすることを抑制することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る開口部の防水装置は、美観を損ねることを抑制しながらも浸水を抑制でき
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る開口部の防水装置を示す斜視図である。
【図２】図２は、実施形態に係る開口部の防水装置により防水される開口部などを示す斜
視図である。
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【図３】図３は、図２中のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図４】図４は、図１中のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】図５は、実施形態に係る開口部の防水装置の保持部材の断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態に係る開口部の防水装置の保持部材の取付部を縦方立
に対向させた状態を示す斜視図である。
【図７】図７は、図６に示された保持部材を縦方立に取り付けた状態を示す斜視図である
。
【図８】図８は、図７に示された保持部材にシートの幅方向の端を保持させた状態を示す
斜視図である。
【図９】図９は、実施形態の変形例１に係る開口部の防水装置の保持部材の断面図である
。
【図１０】図１０は、実施形態の変形例１に係る開口部の防水装置の他の保持部材の断面
図である。
【図１１】図１１は、実施形態の変形例２に係る開口部の防水装置の保持部材の断面図で
ある。
【図１２】図１２は、実施形態の変形例２に係る開口部の防水装置の他の保持部材の断面
図である。
【図１３】図１３は、実施形態の変形例３に係る開口部の防水装置の保持部材が縦方立に
取り付けられた状態を示す斜視図である。
【図１４】図１４は、実施形態の変形例４に係る開口部の防水装置の断面図である。
【図１５】図１５（ａ）は、実施形態の変形例５に係る開口部の防水装置の保持部材の断
面図であり、図１５（ｂ）は、実施形態の変形例５に係る開口部の防水装置の断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の実施形態に係る開口部の防水装置につき図面を参照しつつ詳細に説明
する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記の実施
形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるものあるいは実質的に同一のもの
が含まれる。
【００１５】
［実施形態］
　図１から図８を参照して、実施形態について説明する。本実施形態は、構造物の開口部
を防水する開口部の防水装置に関する。図１は、本発明の実施形態に係る開口部の防水装
置を示す斜視図、図２は、実施形態に係る開口部の防水装置により防水される開口部など
を示す斜視図、図３は、図２中のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図、図４は、図１中のＩＶ
－ＩＶ線に沿う断面図、図５は、実施形態に係る開口部の防水装置の保持部材の断面図で
ある。
【００１６】
　建物等の構造物の外部開口部には、開閉体としてのシャッターや開閉扉が付けられるこ
とが多い。例えば、洪水時などに浸水しやすい地下駐車場の入口や、浸水すると商品が毀
損されやすい店舗の入口等にもシャッターや開閉扉が付けられていることが多い。シャッ
ターは、隙間が多い構造であるため、ゲリラ豪雨や洪水時にはシャッターの隙間を介した
浸水によってこれらの施設が被害に遭う可能性がある。また、開閉扉には、扉間及び各扉
と開口部との間に隙間があるために、ゲリラ豪雨や洪水時には隙間を介した浸水によって
店舗等の施設が被害に遭う可能性がある。
【００１７】
　浸水対策として、シャッターや開閉扉の下部を防水板（パネル）に変更する方法も考え
られるが、一般的に高額となりやすいため、ユーザーにとって受け入れにくい場合がある
。
【００１８】



(5) JP 6202885 B2 2017.9.27

10

20

30

40

50

　本実施形態の開口部の防水装置１は、開閉体としてのシャッターや開閉扉の前にシート
を設置して、簡易的にかつ安価に止水することを可能とする。シートは、開閉体とその周
囲の構造物とを一体に覆うことで、開閉体と構造物との隙間を閉塞し、適切に止水するこ
とができる。よって、本実施形態の開口部の防水装置１によれば、水害による建物内部の
被害を軽減することができる。
【００１９】
　図１に示す開口部の防水装置１は、構造物Ｓの開口部Ｏ（図２に示す）を閉塞し、屋外
側から屋内側への水の浸入を抑制するものである。構造物Ｓは、例えば、工場、倉庫、車
庫、店舗、家屋等の建築構造物であり、開口部Ｏを有している。開口部Ｏは、構造物Ｓの
ガラスなどの透明又は半透明の材料で構成された壁部３等に形成されており、構造物Ｓの
屋外側と屋内側とを連通している。本実施形態では、開口部Ｏは、アルミニウム合金で構
成されかつ壁部３よりも厚い縦方立３ａなどにより囲まれている。また、本実施形態では
、壁部３の下端部には、図１、図２及び図３に示すように、壁部３よりも厚い幅木６が設
けられている。
【００２０】
　屋内側、屋外側とは説明上分かりやすくするための便宜上の表現であって、屋外側とは
、水が浸入する場合の上流側のことであり、屋内側とは、上流側から水が浸入する可能性
がある側であり、本発明においては水が浸入してくるのを阻止や抑制したい側のことであ
る。開閉扉や壁等とともに開口部の防水装置１を、例えば単なる道路の防水用仕切りとし
て使用したり、外部空間における門等の箇所に取り付ける等のように、家屋や部屋等の概
念がない箇所に設けても良い。また、開口部Ｏは、前述の屋外側と屋内側とを連通するも
のとすることができる。本実施形態の開口部Ｏは、構造物Ｓの外殻をなす壁部３に形成さ
れており、壁部３を貫通して構造物Ｓの屋外と屋内とを連通している。なお、これに限ら
ず、開口部Ｏは、構造物Ｓの内部を仕切る壁部に形成されたものであってもよい。
【００２１】
　前述した開口部Ｏには、当該開口部Ｏを開閉する開閉体としての開閉扉４が設けられて
いる。開閉扉４は、図２及び図３に示すように、開閉方向、本実施形態では左右水平方向
に移動する扉５を一対備えている。
【００２２】
　開閉扉４の一対の扉５は、図示しないガイドレールによって案内される。ガイドレール
は、開口部Ｏの上下両端に設けられ、壁部３の表面と平行である。扉５の上下方向の両端
部は、それぞれガイドレールの溝部に挿入されている。溝部は、開閉方向即ち左右水平方
向に延在しており、扉５を開閉方向、即ち、左右方向に移動自在に案内する。扉５の幅方
向の両端には、扉５よりも厚い扉側縦方立５ａが設けられている。なお、本発明でいう床
面とは、説明上分かりやすくするための便宜上の表現であって、通常の床面７のみならず
、コンクリート面や地面等の開口部Ｏの下方に位置する面及び幅木６の表面を総称する。
【００２３】
　開閉扉４は、一対の扉５が互いに近付いて開口部Ｏを閉塞し、一対の扉５が互いに離間
して開口部Ｏを開放する。扉５の移動は、手動でなされても、モータ等の駆動装置によっ
て自動でなされてもよい。本実施形態の開閉扉４は、一対の扉５、ガイドレールなどを有
する。
【００２４】
　図１に戻り、開口部の防水装置（以下、防水装置と呼ぶ）１は、シート１０、一対の保
持部材２０、押圧部材３０などを備える。シート１０は、開口部Ｏに設置されるものであ
り、開口部Ｏの鉛直方向下端側の領域を閉塞することが可能な幅および長さを有している
。シート１０の形状は、例えば、矩形である。シート１０は、遮水性を有しており、開口
部Ｏの防水シートとして機能することができる。また、シート１０は、可撓性を有してお
り、伸縮可能であってもよい。シート１０の素材は、例えば、樹脂、ゴム、表面を樹脂な
どでコーティングした布とすることができる。シート１０は、水圧によって追従して変形
可能な素材で構成されることが好ましい。
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【００２５】
　シート１０の幅は、開閉扉４の幅よりも大きい。また、シート１０の幅は、開口部Ｏの
幅Ｗ（図１及び図２参照）よりも大きいことが好ましい。シート１０の鉛直方向の長さは
、対応すべき水深に基づいて定められている。すなわち、開閉扉４の下端から鉛直方向上
側に向けてどの範囲をシート１０によって覆い防水するかに基づいてシート１０の全長が
定められている。以下の説明では、開閉扉４においてシート１０によって覆われるべき部
分を「所定部」（図１の符号４１参照）と称する。所定部４１は、開閉扉４の鉛直方向下
端側の部分である。
【００２６】
　保持部材２０は、シート１０を開閉扉４よりも屋外側に位置付けて構造物Ｓに対して保
持する。より詳しくは、保持部材２０は、開閉扉４の所定部４１と、構造物Ｓのうち所定
部４１に隣接する部分とを一体に覆うことで開口部Ｏの鉛直方向下端部を閉塞させるよう
にシート１０を保持する。また、保持部材２０は、シート１０の鉛直方向下端部が幅木６
の表面及び床面７に沿って屋外側に向けて延在するようにシート１０の幅方向の両端を保
持する。これにより、シート１０は、開閉扉４が有する隙間や開閉扉４と構造物Ｓとの隙
間を塞ぎ、屋内側への浸水を抑制することができる。なお、本明細書では、シート１０の
鉛直方向下端部であって、シート１０が保持部材２０によって保持された状態で床面７及
び幅木６の表面に沿って延在する部分を、以下「シート下部１３」と記載する。
【００２７】
　図１に示すように、保持部材２０は、アルミニウム合金等で構成され、一対設けられて
いる。保持部材２０は、縦方立３ａに着脱自在である。保持部材２０は、図１及び図４な
どに示すように、縦方立３ａに取り付けられる取付部２１と、取付部２１に設けられたシ
ート保持部２２とを一体に備えている。
【００２８】
　取付部２１は、図５に示すように、互いに平行で対向する一対の平行部２３と、平行部
２３の一端同士を連結する連結部２４とを備えて、断面略コ字形に形成されている。取付
部２１は、内側に縦方立３ａが挿入されて、縦方立３ａに屋外側から被せられて、縦方立
３ａに取り付けられる。このとき、一対の平行部２３が、開口部Ｏの幅方向に対向して互
いの間に縦方立３ａを挟み、連結部２４が縦方立３ａの表面に重ねられて、取付部２１の
内面全体が縦方立３ａに接触する接触部となっている。即ち、取付部２１は、縦方立３ａ
に接触する接触部としての内面全体を有している。なお、本発明では、取付部２１は、一
対の平行部２３間の間隔が、縦方立３ａの幅よりも若干狭く形成されて、内側に縦方立３
ａが挿入される際に平行部２３間の間隔が若干拡げられるように弾性変形するのが望まし
い。
【００２９】
　シート保持部２２は、断面Ｃ字形に形成され、かつ一対の平行部２３のうちの開口部Ｏ
の幅方向の外側の一方の平行部２３と連結部２４とが連なる角部に設けられている。シー
ト保持部２２は、一対の保持部材２０同士が対向する面にスリット２２ａが形成されてい
る。シート保持部２２は、スリット２２ａ内にシート１０の幅方向の端が挿入されること
で、シート１０の幅方向の端を保持する。保持部材２０は、取付部２１が縦方立３ａに取
り付けられると、鉛直方向に延在し、開閉扉４の所定部４１に対応する範囲に配置される
。すなわち、保持部材２０は、開閉扉４の下端から所定部４１の上端までの範囲に対応し
て配される。なお、本発明では、保持部材２０は、防水装置１の防水性能等の使用上の問
題がないような実質的な意味で開閉扉４の所定部４１に対応していればよく、例えば、保
持部材２０の上端は必ずしも所定部４１の上端と一致せず、若干下側に位置していてもよ
い。保持部材２０は、シート１０に一体に形成されても良い。保持部材２０を構成する材
質は、シート１０を保持できれば任意であり、アルミニウム合金に替えて、例えば、硬質
性の樹脂等でもよい。
【００３０】
　シート１０の幅方向の両端には、それぞれ、心材１１が配置されている。心材１１は、
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軽量でかつ可撓性を有する素材、例えば樹脂素材で形成されている。心材１１は、シート
１０の幅方向の両端の上端から所定部４１の下端に対応する箇所、即ち、シート１０の幅
方向の両端のシート下部１３を除く箇所に配置されている。心材１１は、シート１０の長
さ方向（鉛直方向）に延在している。心材１１は、円柱状に形成され、シート１０の壁部
３及び扉５に対向する面に設けられ、保持部材２０のシート保持部２２に挿入可能である
。保持部材２０のシート保持部２２のスリット２２ａの幅は、シート１０と心材１１をあ
わせた厚みよりも小さいため、心材１１がスリット２２ａを介してシート保持部２２から
抜け出ることが規制される。なお、心材１１は、円柱状のものには限定されず、例えば、
断面が矩形などの多角形の平板状であってもよい。
【００３１】
　押圧部材３０は、シート１０のシート下部１３上に配置されて、シート１０を構造物Ｓ
及び床面７に向けて押圧するものであり、例えばシート１０を床面７、構造物Ｓの壁部３
、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５に向けて押圧する。押圧部材３０は、図１に
示すように、シート下部１３上の開口部Ｏの幅方向に沿って連続的に配置される。押圧部
材３０は、隙間無く配置されても、隣接する押圧部材３０間に所定の隙間を設けて配置さ
れても良い。押圧部材３０は、棒状あるいは板状であることが好ましい。本実施形態に係
る押圧部材３０は、板状のフラットバーである。押圧部材３０は、例えば、金属製であり
、浮力に抗してシート１０のシート下部１３を床面７に向けて押圧することができる質量
や密度を有している。押圧部材３０は、シート下部１３が幅木６の表面及び床面７に沿っ
て配置された後でシート下部１３上に設置される。これにより、押圧部材３０は、開閉扉
４の下端部の近傍においてシート１０を床面７に密着させておくことができる。押圧部材
３０は、一本でもよいし、複数に分割されていても結果として開口部Ｏの幅方向に沿って
連続的に配置されていてもよい。なお、使用上における止水目的を達成できれば、連続的
でなく、若干途切れている箇所があってもよい。
【００３２】
　シート１０を開口部Ｏに設置する方法、即ち、防水装置１を組み立てる方法を、図面を
参照して、実施形態について説明する。図６は、本発明の実施形態に係る開口部の防水装
置の保持部材の取付部を縦方立に対向させた状態を示す斜視図、図７は、図６に示された
保持部材を縦方立に取り付けた状態を示す斜視図、図８は、図７に示された保持部材にシ
ートの幅方向の端を保持させた状態を示す斜視図である。
【００３３】
　シート１０を開口部Ｏに設置する即ち防水装置１を組み立てる場合、まず、図６に示す
ように、保持部材２０の取付部２１の開口を縦方立３ａに対向させる。そして、保持部材
２０を縦方立３ａに除々に近づけ、取付部２１内に縦方立３ａを挿入して、縦方立３ａに
屋外側から取付部２１を被せる。そして、図７に示すように、取付部２１の内面全体を縦
方立３ａに接触させて、一対の保持部材２０を縦方立３ａに取り付ける。このとき、保持
部材２０を壁部３の幅木６の表面に近づけておく。そして、シート１０の幅方向の両端及
び心材１１を、保持部材２０の上端からシート保持部２２内に挿入し、シート１０の両端
及び心材１１を保持部材２０の下端に向けてシート保持部２２内で移動させる。そして、
シート１０の両端及び心材１１が保持部材２０のシート保持部２２に挟持され、シート１
０の心材１１が設けられていないシート下部１３を、図８に示すように、保持部材２０の
下端に設けられた間隙を通して、床面７上に引き出し、幅木６の表面及び床面７に沿って
屋外側に向けて延在させる。
【００３４】
　すると、シート１０の幅は、開口部Ｏの幅Ｗ（図２参照）よりも大きく、以下に示すよ
うな幅に設定している。すなわち、シート１０の両端が保持部材２０によって保持された
状態で、シート１０は、たるみを有している。つまり、保持部材２０は、シート１０がた
るみを有した状態でシート１０を保持し、シート１０が保持部材２０よりも開閉扉４側に
向けて撓んで所定部４１と接触することを許容する。従って、シート１０が保持部材２０
によって保持された状態で、シート１０を壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各
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扉５に沿わせ、壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５と互いに接触した状態
に設置することが可能である。なお、保持部材２０に保持され、かつ水圧がかかる前の状
態において、シート１０が、壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５に密着可
能な程度のたるみを有していることが好ましい。
【００３５】
　また、シート１０の鉛直方向の長さは、開閉扉４の所定部４１の鉛直方向の長さよりも
長く、以下に示すような長さに設定している。すなわち、シート１０が保持部材２０によ
って保持された状態で、シート下部１３を床面７上に垂らし、床面７に沿わせることが可
能である。シート１０は、このシート下部１３を床面７に沿って屋外側に向けて延在され
た状態で設置される。言い換えると、シート１０は、シート下部１３に設けられた床面７
と対向し、かつシート下部１３が先端側へ向かうに従い開閉扉４から離間するように配置
される。
【００３６】
　そして、押圧部材３０をシート下部１３上に配置する。こうして、シート１０が所定部
４１と壁部３の所定部４１に隣接する部分とを一体に覆いかつシート下部１３が床面７に
沿って屋外側に向けて延在した状態で、押圧部材３０によりシート１０を床面７、構造物
Ｓの壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５に向けて押圧する。こうして、防
水装置１が組み立てられる。
【００３７】
　また、防水装置１は、シート１０の上端部を構造物Ｓの開閉扉４に固定する固定部材（
図示しない）を備えてもよい。なお、シート１０の上端部を開閉扉４に固定する固定部材
は、粘着式のテープや面ファスナー、吸盤等を用いることができる。固定部材を設けるこ
とにより、シート１０が開閉扉４の各扉５に取り付けられ、シート１０が垂れ下がること
が抑制される。これにより、シート１０の上端部を狙いとする水位の位置よりも上方に保
持しておくことができる。
【００３８】
　本実施形態の防水装置１では、洪水やゲリラ豪雨等によって屋外の水嵩が増すと、まず
シート下部１３が水に接する。水圧によってシート下部１３は床面７に向けて押圧されて
、シート下部１３が床面７に密着する。これにより、シート下部１３と床面７との間から
水が浸入することが抑制される。また、押圧部材３０によってシート下部１３が床面７に
向けて押圧されていることで、低水位の場合であってもシート下部１３と床面７との隙間
を介した浸水がより確実に抑制される。また、押圧部材３０は、水流等によってシート下
部１３が浮き上がることを抑制することが可能である。シート１０は、水圧によって所定
部４１と、所定部４１に隣接する床面７とを一体に覆うことができる。
【００３９】
　また、シート１０において、壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５を覆う
部分は、水圧によって壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５に向けて押圧さ
れる。これにより、シート１０は、開閉扉４の所定部４１と、所定部４１に隣接する壁部
３とを一体に覆うことができる。シート１０は、水圧によって押圧されることにより、壁
部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５等に密着し、シート１０と壁部３、縦方
立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５との間に水が浸入することを抑制することができる
。
【００４０】
　また、シート１０は、水圧によって開閉扉４の各扉５間や各扉５と縦方立３ａとの間の
隙間を塞ぐことで、これらの隙間を介した屋内側への浸水を抑制することができる。シー
ト１０は、水圧によって開閉扉４の所定部４１と、所定部４１に隣接する床面７との隙間
を塞ぐことで、開閉扉４と床面７との隙間を介した屋内側への浸水を抑制することができ
る。
【００４１】
　シート１０は、水圧によって壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各扉５に対し
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て押圧されるため、水位が増加するに従い壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉４の各
扉５に対する密着性が増し、また各隙間を閉塞する閉塞性が増す。よって、シート１０は
、水位に応じて遮水性能が増し、適切に屋内側への浸水を抑制することができる。
【００４２】
　また、シート１０は、予めたるみを有した状態で保持部材２０によって保持されている
ため、水位の増加に応じて水圧によって速やかに壁部３、縦方立３ａ，５ａおよび開閉扉
４の各扉５に密着することが可能である。また、たるみを有しているため、開閉扉４の各
扉５間の隙間など、各部の隙間の形状に対応して適切に変形・屈曲し、各隙間を速やかに
かつ適切に閉塞することができる。
【００４３】
　本実施形態の防水装置１によれば、取付部２１が断面略コ字形に形成されて縦方立３ａ
にの屋外側から被せられるので、保持部材２０を縦方立３ａに着脱自在とすることができ
る。したがって、防水装置１は、必要に応じて、保持部材２０を縦方立３ａに取り付ける
ことができ、設置されないときの縦方立３ａの美観を損ねることを抑制できる。
【００４４】
　また、取付部２１が縦方立３ａに屋外側から被せられ、接触部としての取付部２１の内
面全体が縦方立３ａに接触して、縦方立３ａに取付られた保持部材２０のシート保持部２
２がシート１０の幅方向の端を保持する。すると、シート１０に作用する水圧によって、
保持部材２０が縦方立３ａに押し付けられ、保持部材２０が縦方立３ａから脱落すること
を抑制できる。したがって、防水装置１は、設置された時には、開口部Ｏからの浸水を確
実に抑制することができる。よって、防水装置１は、美観を損ねることを抑制しながらも
浸水を抑制できるという効果を奏する。
【００４５】
［変形例１］
　実施形態の変形例１について説明する。図９は、実施形態の変形例１に係る開口部の防
水装置の保持部材の断面図、図１０は、実施形態の変形例１に係る開口部の防水装置の他
の保持部材の断面図である。図９及び図１０において、実施形態と同一部分には、同一符
号を付して説明を省略する。
【００４６】
　変形例１の防水装置１の保持部材２０では、図９及び図１０に示すように、取付部２１
の平行部２３には、縦方立３ａの外表面に係止可能な縦方立３ａに接触する接触部として
の係止突起５１が設けられている。係止突起５１は、一対の平行部２３のうち少なくとも
一方に設けられれば良い。また、係止突起５１は、図９に示すように、平行部２３それぞ
れの内面に一つずつ設けられてもよく、図１０に示すように、平行部２３それぞれの内面
に複数設けられてもよい。
【００４７】
　変形例１の防水装置１によれば、前述した実施形態の効果に加えて、取付部２１に係止
突起５１が設けられているので、保持部材２０の縦方立３ａからの脱落を確実に抑制する
ことができ、浸水を確実に抑制できるという効果を奏する。
【００４８】
［変形例２］
　実施形態の変形例２について説明する。図１１は、実施形態の変形例２に係る開口部の
防水装置の保持部材の断面図、図１２は、実施形態の変形例２に係る開口部の防水装置の
他の保持部材の断面図である。図１１及び図１２において、実施形態と同一部分には、同
一符号を付して説明を省略する。
【００４９】
　変形例２の防水装置１の保持部材２０では、図１１及び図１２に示すように、取付部２
１の縦方立３ａの外表面に対向する内面の少なくとも一部には、ゴムなどの弾性を有する
樹脂で構成された縦方立３ａに接触する接触部としての滑り止め部材５２が取り付けられ
ている。図１１では、一対の平行部２３のうち外側の一方の平行部２３の内面のみに滑り
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止め部材５２が設けられ、図１２では、一対の平行部２３及び連結部２４即ち取付部２１
の内面全体に滑り止め部材５２が設けられている。滑り止め部材５２は、取付部２１即ち
保持部材２０の縦方立３ａに対する位置ずれを抑制するものである。
【００５０】
　変形例２の防水装置１によれば、前述した実施形態の効果に加えて、取付部２１の内面
に滑り止め部材５２が設けられているので、縦方立３ａに取り付けられた保持部材２０が
縦方立３ａに対して位置ずれすることを抑制することができる。このために、縦方立３ａ
に取り付けられた保持部材２０が縦方立３ａに対して位置ずれして、シート１０と開閉扉
４との間などに隙間が生じることを抑制できるとともに、最悪の場合に保持部材２０が縦
方立３ａから脱落することを抑制できる。したがって、防水装置１は、浸水をより確実に
抑制することができる。
【００５１】
［変形例３］
　実施形態の変形例３について説明する。図１３は、実施形態の変形例３に係る開口部の
防水装置の保持部材が縦方立に取り付けられた状態を示す斜視図である。図１３において
、実施形態と同一部分には、同一符号を付して説明を省略する。
【００５２】
　変形例３の防水装置１の保持部材２０は、取付部２１の連結部２４及びシート保持部２
２が、一対の平行部２３よりも長く形成されて、連結部２４と一対の平行部２３との間に
段差５３が形成されている。変形例３の防水装置１の保持部材２０は、縦方立３ａに取り
付けられると、連結部２４及びシート保持部２２が平行部２３よりも床面７に近付くこと
となる。
【００５３】
　変形例３の防水装置１によれば、前述した実施形態の効果に加えて、シート保持部２２
がシート１０の幅方向の端を床面７の近傍まで保持することとなるので、床面７とシート
１０との間からの浸水を確実に抑制することができる。
【００５４】
［変形例４］
　実施形態の変形例４について説明する。図１４は、実施形態の変形例４に係る開口部の
防水装置の断面図である。図１４において、実施形態と同一部分には、同一符号を付して
説明を省略する。
【００５５】
　変形例４の防水装置１の保持部材２０は、図１４に示すように、取付部２１と、シート
保持部２２とに加えて、挟み部材２５とを備えている。変形例４の防水装置１の保持部材
２０の取付部２１は、互いの間に縦方立３ａを挟んで対向することが可能な一対の平行部
２３（変形例５では、挟み部２４ａに相当）間の間隔が、縦方立３ａの幅よりも広く形成
されている。
【００５６】
　挟み部材２５は、図１４に示すように、取付部２１の一対の平行部２３のうちの一方の
平行部２３（以下、符号２３ａで示す）に、他方の平行部２３（以下、符号２３ｂで示す
）からの距離が変更可能に取り付けられている。一方の平行部２３ａは、一対の平行部２
３のうちの縦方立３ａの開口部Ｏに対向する面と反対側の面に対向する平行部２３である
。他方の平行部２３ｂは、一対の平行部２３のうちの縦方立３ａの開口部Ｏに対向する面
に対向する平行部２３である。挟み部材２５は、取付部２１の長手方向に少なくとも１つ
設けられていてもよく、間隔をあけて複数設けられていてもよい。挟み部材２５は、他方
の平行部２３ｂとの間に縦方立３ａを挟むことが可能なものであり、ねじ部２６と、ねじ
部２６の先端に設けられた当接部２７と、ねじ部２６の基端に設けられた頭部２８とを備
えている。
【００５７】
　ねじ部２６は、外周面にねじ溝が形成され、かつ一方の平行部２３ａを貫通したタップ
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孔（ねじ孔）にねじ込まれている。当接部２７は、ねじ部２６の取付部２１の内側に位置
する先端である。挟み部材２５の当接部２７は、ねじ部２６が軸心回りに回転されると、
他方の平行部２３ｂからの距離が変更され、他方の平行部２３ｂに近づけられると、他方
の平行部２３ｂとの間に縦方立３ａを挟むことが可能である。当接部２７には、縦方立３
ａと当接する略平坦な当接面２７ａが形成されている。頭部２８は、ねじ部２６の取付部
２１の外側に位置する基端に設けられている。頭部２８を捻ることで、ねじ部２６を軸心
回りに回転させて、当接部２７を他方の平行部２３ｂに近づけたり他方の平行部２３ｂか
ら遠ざけることができる。
【００５８】
　変形例４の防水装置１では、保持部材２０を縦方立３ａに取り付ける前では、頭部２８
を捻るなどして、挟み部材２５の当接部２７を他方の平行部２３ｂから遠ざけておく。そ
して、取付部２１を屋外側から縦方立３ａに被せた後に、当接部２７が他方の平行部２３
ｂに近付く方向に、頭部２８を捻るなどして、当接部２７を他方の平行部２３ｂに除々に
近づける。その後、挟み部材２５の当接部２７を縦方立３ａに接触させて、挟み部材２５
の当接部２７と他方の平行部２３ｂとの間に縦方立３ａを挟持して、縦方立３ａに保持部
材２０が固定される。
【００５９】
　変形例４の防水装置１によれば、前述した実施形態の効果に加えて、当接部２７の他方
の平行部２３ｂからの距離が変更可能に一方の平行部２３ａに挟み部材２５が取り付けら
れているので、保持部材２０を縦方立３ａに着脱自在とすることができる。このために、
他方の平行部２３ｂと挟み部材２５の当接部２７との間に縦方立３ａを挟むことにより、
保持部材２０を脱落することなく種々の幅の縦方立３ａに取り付けることができる。した
がって、防水装置１は、必要に応じて、保持部材２０を種々の幅の縦方立３ａに取り付け
ることができ、設置されないときの縦方立３ａの美観を損ねることを抑制できる。
【００６０】
　さらに、一対の平行部２３ａ，２３ｂのうちの縦方立３ａの開口部Ｏに対向する面と反
対側の面に対向する一方の平行部２３ａに挟み部材２５を取り付けている。このために、
挟み部材２５が縦方立３ａに接することなどによって縦方立３ａの表面に傷が生じても、
開口部Ｏの内側を通る通行人により視認されにくくすることができる。よって、美観を損
ねることをより確実に抑制することができる。
【００６１】
　また、変形例４では、挟み部材２５を、一方の平行部２３ａの内面に取り付けられたば
ねと、ばねの先端に設けられ縦方立３ａに接触する当接部とで構成しても良い。この場合
、挟み部材２５は、ばねが伸縮するように弾性変形することで、当接部の他方の平行部２
３ｂからの距離を変更可能に一方の平行部２３ａに取り付けられる。また、挟み部材２５
は、他方の平行部２３ｂとの間に縦方立３ａを挟んだ当接部を、ばねの弾性復元力により
他方の平行部２３ｂに向って押圧することで、他方の平行部２３ｂとの間に縦方立３ａを
挟持することが可能である。
【００６２】
［変形例５］
　実施形態の変形例５について説明する。図１５（ａ）は、実施形態の変形例５に係る開
口部の防水装置の保持部材の断面図であり、図１５（ｂ）は、実施形態の変形例５に係る
開口部の防水装置の断面図である。図１５において、実施形態及び変形例１などと同一部
分には、同一符号を付して説明を省略する。
【００６３】
　変形例５の防水装置１の保持部材２０の取付部２１は、図１５（ａ）に示すように、連
結部２４から離れるのにしたがって一対の挟み部２４ａ間の間隔が狭く形成されて、断面
略コ字形に形成されている。即ち、変形例５の防水装置１の保持部材２０の取付部２１は
、一対の挟み部２４ａの先端間の間隔が、一対の挟み部２４ａの連結部２４寄りの基端間
の間隔よりも狭く形成されている。変形例５の防水装置１の保持部材２０の取付部２１は
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、一対の挟み部２４ａの先端間の間隔が縦方立３ａの幅よりも狭く形成されている。また
、係止突起５１は、断面略円形状に形成されている。
【００６４】
　そして、変形例５の防水装置１の保持部材２０は、図１５（ｂ）に示すように、縦方立
３ａに取り付けられると、一対の挟み部２４ａ同士が互いに近づこうとする弾性復元力を
生じ、係止突起５１が縦方立３ａの外表面に係止する。このように、変形例５の防水装置
１の保持部材２０は、前述した弾性復元力と係止突起５１とにより縦方立３ａに固定され
る。
【００６５】
　変形例５の防水装置１によれば、前述した実施形態の効果に加えて、保持部材２０の縦
方立３ａからの脱落を確実に抑制することができ、浸水を確実に抑制できるという効果を
奏する。
【００６６】
　また、実施形態及び変形例では、開閉体として開閉扉４を示しているが、本発明では、
開閉体として、複数のスラットを開閉方向に連接して形成されて昇降動作などの移動する
ことで開口部Ｏを開閉するシャッターカーテンを用いても良い。この場合、シート１０の
上端部を構造物Ｓの開閉体に取り付ける固定部材として、マグネットを用いても良い。
【００６７】
　上記の実施形態および変形例１～５に開示された内容は、適宜組み合わせて実施するこ
とができる。
【符号の説明】
【００６８】
　１　開口部の防水装置
　３ａ　縦方立
　４　開閉扉（開閉体）
　１０　シート
　１３　シート下部（鉛直方向下端部）
　２０　保持部材
　２１　取付部
　２２　シート保持部
　４１　所定部
　５１　係止突起（接触部）
　５２　滑り止め部材（接触部）
　Ｏ　開口部
　Ｓ　構造物
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